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令和６年７月２６日（金） 

【照会先】 

佐賀労働局雇用環境・均等室 

室    長    渡辺 園子 
室長補佐    福田 将之 
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くるみん認定（次世代法に基づく認定）とは 

 仕事と育児の両立のための行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った事業主のうち、

行動計画に設定した目標を達成するとともに、仕事と育児の両立のための取組の実施状況等

が優良であり、育児休業取得率等の認定基準を満たし、その実績を厚生労働省のウェブサイ

ト「両立支援のひろば」に公表した事業主は、行動計画期間終了後、「子育てサポート企業」

として厚生労働大臣（都道府県労働局長に委任）の認定を受けることができます。 

認定を受けた事業主は、認定マークを商品、広告、労働者募集広告などに付け、子育てサ

ポート企業であることをＰＲできます。また、認定を受けた企業は、公共調達等において加

点評価を受けることができ、有利になる場合があります。（資料３） 

   子育てサポート企業が増えています！ 

   株式会社ホンダカーズ中央佐賀 

   松尾建設株式会社         を くるみん認定 

※資料 
１ 株式会社ホンダカーズ中央佐賀の次世代育成支援に関する取組内容 
２ 松尾建設株式会社の次世代育成支援に関する取組内容 
３ くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業が公共調達で有利になります 
４ 佐賀労働局内におけるくるみん認定状況 
 

佐賀労働局（局長 城 寿克）は、次世代育成支援対策推進法（以下「次世

代法」という。）に基づき、男女ともに子育てしやすい企業として、株式会社

ホンダカーズ中央佐賀（佐賀市）と松尾建設株式会社（佐賀市）を認定しまし

た。（資料１、２） 

株式会社ホンダカーズ中央佐賀は 2022 年に続き、2 回目のくるみん認定、 

松尾建設株式会社は 500 人超の建設業では九州・沖縄初のくるみん認定となり

ます。 

 以下のとおり「くるみん認定通知書交付式」を行います。 

～くるみん認定通知書交付式のお知らせ～ 

認定マーク（愛称くるみん） 

くるみん認定通知書交付式            

＜日時＞  令和６年８月１日（木）１４時              

＜会場＞  佐賀第２合同庁舎 ３階共用大会議室２ 

       （佐賀市駅前中央３丁目３番 20号） 



  資 料 １  

２ 

【企業概要】 

・企 業 名：株式会社ホンダカーズ中央佐賀 

・所 在 地：佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島204-7 

・業   種：自動車販売業 

・労働者数：１５０名（男性１１５名、女性３５名）   

＊令和６年５月１３日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

――――――――――――――――――――― 

 

【行動計画期間 令和４年４月１日から令和６年３月３１日】 

 

〇 育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境を整備するため、育児休業制度等に 

ついてまとめた会社独自の周知用の資料を作成し、全社員ミーティングを通して育児 

休業等の制度について周知を行うとともに、管理職を対象とした会議の場で育児休業 

制度に加え、子の看護休暇や育児のための短時間勤務制度等について説明を行い各店 

舗へ周知・取得促進を行いました。 

 その結果、計画期間中の育児休業取得率は、男性では６０％、女性では１００％を 

達成しました。 
  

〇 年次有給休暇の取得日数を一人当たり１０日以上とすることを目標とし、月に一度 

 の店長会議で労働者の取得日数を確認し、取得率の低い従業員へ各店舗の店長を通し 

取得を促しました。 

その結果令和５年３月時点での年次有給休暇取得率は一人当たり１０．２日を達成 

しました。 

 

 

  

                                

くるみん認定の主な認定基準と株式会社ホンダカーズ中央佐賀の取組内容 

くるみん認定日 令和６年７月４日   



  資 料 2  

３ 

【企業概要】 

・企 業 名：松尾建設 株式会社 

・所 在 地：佐賀県佐賀市多布施一丁目４番２７号 

・業   種：建設業 

・労働者数：８３６名（男性708名、女性128名）   

＊令和6年 5月 28日現在 
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【行動計画期間 令和4年 4月 1日から令和 6年 3月 31日】 

 

〇 育児・介護休業法の改正に伴い、相談窓口を設置するとともに、育児休業、出生時育児 

休業及び企業独自の育児休暇制度を周知しました。「産休・育休ガイド」を作成・配付し、本人 

又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に制度を説明すること等により取得促進を図り 

ました。併せて上長に対する配布を行うことで、制度の理解を促し、また、社内誌で男性社員 

の育児休業取得事例を紹介する等、円滑な取得のための環境整備の取組を行いました。 

取得促進を図った結果、育児休業と独自の育児休暇の男性の取得率が７６％になりました。 

 

 〇 「働き方改革」ロードマップを作成し、時間外労働の改善目標及び、有給休暇取得目標を 

設定し周知するとともに、時間外労働削減に伴う労働者への影響を緩和する企業独自制度も 

導入する等、企業全体で取組を行い、時間外労働削減、年次有給休暇の取得促進の取組 

について認定基準を満たしました。 

 

 〇各高等学校や大学と連携し、インターンシップや現場見学会などを積極的に実施しました。 

           

くるみん認定の主な認定基準と松尾建設株式会社の取組内容 

くるみん認定日 令和６年７月８日   



各府省等が総総合合評評価価落落札札方方式式ままたたはは企企画画競競争争にによよるる調調達達によって公共調達を実施する場合は、
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた企業（（くくるるみみんん認認定定企企
業業・・ププララチチナナくくるるみみんん認認定定企企業業・・トトラライイくくるるみみんん認認定定企企業業））などを加加点点評評価価するよう国の指針に
おいて定められています※1。

また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。
公共調達における加点評価の仕組みは、各府省等において平成２８年度に開始しています。
なお、厚生労働省においては、平成２８年１０月１日に制度が開始されています。
個別の調達案件における加点評価については、各調達案件の担当にお問い合わせください。

公公共共調調達達ににおおけけるる加加点点評評価価ののポポイインントト

各府省等は、公共調達において、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価
し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式または企画競争による調
達を行うときは、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとしてい
ます。

 くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業などの評価項目で
ある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」が総配点に占める評価割合を定め

た上で、くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業の配点を
定める※２。

※１ 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」
 （内閣府ホームページ）

https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html
※２ 配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省

等において定められます。
※３ 女性活躍推進法や若者雇用促進法に基づく認定など、複数の認定等に該当する場合は、最

も配点が高いものにより加点が行われます。
※４ プラスの認定による加点はありません。

■■ くくるるみみんん認認定定企企業業ややププララチチナナくくるるみみんん認認定定企企業業、、トトラライイくくるるみみんん
認認定定企企業業がが公公共共調調達達でで有有利利ににななりりまますす。。

＜＜内内閣閣府府がが示示ししてていいるる参参考考配配点点例例＞＞
（（くくるるみみんん認認定定企企業業・・ププララチチナナくくるるみみんん認認定定企企業業・・トトラライイくくるるみみんん認認定定企企業業分分））

評価項目例 認定の区分※４

総配点に占める割合
（評価の相対的な重要度等に応じ配点）

＜配点例＞

1２％の
場合

10％の
場合

７％の
場合

５％の
場合

ワーク・ライフ・
バランス等の推進
に関する指標

プラチナくるみん １２％ １０％ ７％ ５％

くるみん
（現在のマーク）

８％ ７％ ５％ ３％

くるみん
(R4改正前マーク)

７％ ６％ ４％ ３％

トライくるみん ６％ ５％ ４％ ３％

くるみん
（H29改正前マーク)

５％ ４％ ３％ ２％

※３

ここどどもも家家庭庭庁庁かかららののおお知知ららせせ
■■「「くくるるみみんん助助成成金金」」ににつついいてて

■■働働きき方方改改革革推推進進支支援援資資金金ににつついいてて

○「次世代育成支援対策推進法」に基づき、一般事業主行動計画の届出義務のない企業（常時
雇用する労働者が１００人以下）や、このうち、くるみん認定企業が、一定の要件を満たし
た場合に、株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業・国民生活事業）が実施する「働き方
改革推進支援資金（企業活力強化貸付）」を利用する場合、基準利率から引き下げを受ける
ことができます。

○働き方改革推進支援資金の詳細については、以下のURL、二次元バーコードよりご覧いた
だくか、日本政策金融公庫へお問い合わせください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

■■両両立立支支援援等等助助成成金金ににつついいてて

○両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース）は、最初の支給対象労働者が支給要件
を全て満たした日までにくるみん認定を受けた企業が、一の年度の上限人数（１０人）にか
かわらず、１企業当たり令和１０年度まで延べ５０人までを限度に受給することができます。
詳細は以下のURL、二次元バーコードよりご覧ください。

○両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）は、不妊治療と仕事との両立に資する職場
環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利
用させた中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。最初の労働者が休暇制度・両立支
援制度を合計５日（回）利用した場合３０万円、さらに不妊治療休暇を２０日以上連続して
取得した場合に３０万円加算します。詳細はURL 、二次元バーコードよりご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ry
ouritsu01/index.html

○「くるみん認定・くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプ
ラス認定」を受けた中⼩企業（常時雇⽤する労働者が３００⼈以下）に対し、 上限５０
万円の助成⾦を⽀給する「くるみん助成金（中⼩企業⼦ども・⼦育て⽀援環境整備助成事
業（こども家庭庁所管助成事業））もぜひご活⽤ください（令和３年１０⽉から令和９年
３⽉まで）。※「トライくるみん認定」は対象外です。

○事業の詳細については、以下のURL、二次元バーコードよりご覧いただくか、一般財団
法人女性労働協会へお問い合わせください。

くるみん助成ポータルサイト https://kuruminjosei.jp/
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資料4

NSJBH
テキスト ボックス
資料３

NSJBH
テキスト ボックス
4



５ 

佐賀労働局管内における次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業一覧 

 （令和６年７月８日現在） 

                                           

            

                 

  

 

 

 

 

 

「くるみん認定」を受けた企業のうち、より高い水準の取組を行った企業は、特例認定（プラチナくるみん認定）を 

受けることができます。 

 また、くるみん等の認定基準を満たした上で、不妊治療と仕事の両立しやすい職場環境整備に取り組み一定の

要件を満たした企業は、「プラス認定」を受けることができます。 

 

＜プラチナくるみん認定企業＞  

 

認定企業数       ３企業 

 認定年 認定企業名 所在地（市・町） 

1 2015 株式会社 佐賀共栄銀行 佐賀市 

２ 2017 株式会社 佐賀銀行 佐賀市 

３ 2021 株式会社 ミズ 佐賀市 

 

＜くるみん認定企業＞     

 

認定企業数       ２８企業 

プラス認定企業数    １企業 

 

 認定年 プラスくるみん 認定企業名 所在地（市町村） 

1 2010 
 

鳥栖キユーピー株式会社 鳥栖市 

2 
2010 

2015 

 
株式会社 佐賀銀行 （※２回） 佐賀市 

3 2012  国立大学法人 佐賀大学 佐賀市 

4 2012  久光製薬株式会社 鳥栖市 

5 2013  社会福祉法人 椎原寿恵会 鳥栖市 

特例認定マーク（愛称：プラチナくるみん） 

資料４ 

認定マーク（愛称：くるみん） 認定マーク（愛称：くるみん） 認定マーク（愛称：くるみん） 認定マーク（愛称：くるみん） プラス認定マーク 



６ 

6 2013  株式会社 佐賀共栄銀行 佐賀市 

7 2013  株式会社 ミズ 佐賀市 

8 2014  聖徳ゼロテック 株式会社 佐賀市 

9 2015  タマキホールディングス株式会社 唐津市 

10 2015  社会福祉法人 済昭園 嬉野市 

11 2015  医療法人 栄寿会 杵島郡江北町 

12 

2015 

2019 

2022 

 

 

2023 プラス認定 

木村情報技術株式会社(※３回) 佐賀市 

13 2016  西日本総合コンサルタント株式会社 佐賀市 

14 2016  社会保険労務士法人きたむら事務所 佐賀市 

15 2017  ＪＳＲマイクロ九州株式会社 佐賀市 

16 2018  株式会社 ミゾタ 佐賀市 

17 2018  株式会社 メディック    佐賀市 

18 2019  株式会社 トスデリカ 鳥栖市 

19 2019  唐津土建工業 株式会社 唐津市 

20 2019  田中電子工業 株式会社 神埼郡吉野ヶ里町 

21 2020  株式会社 中野建設 佐賀市 

22 2022  有限会社 フレンドリー 佐賀市 

23 2022  株式会社 佐電工 佐賀市 

24 
2022 

2024 

 
株式会社 ホンダカーズ中央佐賀 佐賀市 

25 2022  社会医療法人 祐愛会 鹿島市 

26 2023  株式会社 平明 佐賀市 

27 2023 
 

唐津農業協同組合 唐津市 

28 2024  株式会社モトシマ 佐賀市 

29 2024  松尾建設株式会社 佐賀市 

 


